平成２３年度福島県観光みやげ品推薦審査会開催要領

１．目　　的

　　　福島県観光みやげ品の品質と意匠の改善を図り、県内において製造生産された観光

　　みやげ品のうち、優れたものを推薦し､もって観光みやげ品の信用と適正価格を維持

　　すると共に産業の振興と観光事業の発展に寄与することを目的とする。

２．審査会期日

　　　　　　　平成２４年２月１０日（金）　13時30分から

３．審査会場

　　　　　　　ホテル福島グリーンパレス　孔雀の間　（福島市三太田町１３－２３）

４．主　　催

　　　　　　　（財）福島県観光物産交流協会
５．後　　援
　　　　　　　福島県

６．審査申込

　　（１）品　　目

　　　　　食品類、漆器、陶磁器、民芸品、木製品、繊維製品、紙製品等の観光みやげ品

　　（２）数　　量

　　　　　審査対象製品ごとに１点とする。ただし食品類は試食用（試食と明記）を別に

　　　　出品すること。

　　（３）申込書の提出

1. 新規申込

福島県観光みやげ品推薦審査申込書（様式第１号）（以下「審査申込書」とい

　　　　　う。）に、市町村長の意見書並びに審査料１件につき２，１００円（税込）、及

　　　　　び審査品を添えて申し込むものとする。

2. 継続申込

福島県観光みやげ品継続審査申込書（様式第2号）（以下「継続審査申込書」
　　　　　という）に、市町村長の意見書並びに審査料１件につき２，１００円（税込）、及び審査品を添えて申し込むものとする。

　　（４）添付書類

　　　　ア. 審査申込書には、審査品のパンフレット等、参考になるものがあれば添付す

　　　　　ること。

2. 食品類（新規・継続）の申込については、所轄保健所長の交付する福島県観

光みやげ品推薦意見書を添付すること。

　　（５）審査申込書受付

　　　　　平成２４年１月５日から２月４日（午前10時～午後5時）までに事務局へ

　　　　持参することとする。

　　（６）食品類（缶・瓶詰、乾燥山菜を除く）については、「審査申込書」は受付期間内

　　　　提出し、審査品は２月７日から２月９日までに持参又は送付する。ただし「生

　　　　もの、冷蔵品」は２月１０日午前中に持参すること。

（７）審査品を送付する場合、梱包した上に「観光みやげ品審査会」と朱書すること。

　　

（８）申込場所（書類の提出及び審査品の搬入先）

　　　　　【事務局】（財）福島県観光物産交流協会　物産部

　　　　　　　　　　福島市三河南町１－２０　（福島県観光物産館内）

　　（９）審査申込用紙は各市町村（担当課）及び事務局に準備する。

７．審査品の搬出

（1） ２月１０日（金）午後４時から午後５時の間までに出品者が直接搬出する。

　　　直接搬出しない出品物は、各出品者あて送付する。

（2） 食品類は返品しないものとする。ただし返品を要する場合は審査申込書の右
　　　端に「要返品」と朱書きすること。

８．経費の負担

　　審査品の搬入・搬出の経費は、出品者の負担とする。

９．推薦品の選定

　　福島県観光みやげ品推薦審査会が選定し、審査の結果は直接出品者あて通知する。

10．推薦証等

（1） 審査の結果、推薦品には推薦証を交付する。推薦証は有償として、１件につき

　　３，１５０円（税込）とする。

（2） 推薦品には必ず推薦証紙を貼付して販売するものとする。推薦証紙は有償とし

　　て１０巻（５，０００枚）につき５，２５０円（税込）とする。

11．有効期間

　　推薦品に対する有効期間は、平成２４年４月１日から平成２７年３月31日迄とする。

　　《送金先》審査料・推薦証交付料等を送金する場合

　　　　　　　取引銀行　東邦銀行県庁支店　普通預金口座　№１１２５８８３

　　　　　　　名　　義　（財）福島県観光物産交流協会　

　　《事務局》（財）福島県観光物産交流協会　物産部

　　　　　　　〒960-8053　福島市三河南町１－２０　（福島県観光物産館内）

　　　　　　　TEL　０２４－５２５－４０３１

　　　　　　　FAX　０２４－５３６－３１８８

　　　　　　　メール　　bussan01@tif.ne.jp

